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物資納入契約書


大町町給食センター運営規程第5条の規定に基づき、大町町給食センター所長　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間に、次のとおり契約を締結する。
（契約期間）
第1条　この契約の期間は　　　年4月1日から　　　年3月31日までとする。ただし、物資変動が著しい場合等は甲乙協議し契約変更ができる。
（納品）
第2条　乙は甲が発注書により発注した物資は、大町町給食センターに期限内に納品するものとする。
2 　納品時間については原則的に8時30分とする。ただし発注書により記載された物資の搬入時間は指示どおりとする。
（納品制約）
第3条　物資を納品する場合は、腐敗・汚染・環境ホルモン食品・遺伝子組替え食品・有毒成分の付着しない最も新鮮な物資であること。
（納品価格及び規格）
第4条　乙が甲に納品する価格及び規格は別紙のとおりとする。
（検収）
第5条　乙は物資納品の際には必ずセンター職員の立会いのもと検収を受け納品書を提出する。
（支払方法）
第6条　乙は毎月の物資納入が完了した場合は1ヵ月分をまとめセンターが指示した請求書を翌月の上旬までにセンターに提出すること。
センターは請求書に基づき原則的に毎月15日を支払日と定める。
（契約解除）
第7条　前各条の規定履行に際し、乙が納品する物資について甲が納品不適格と認めた場合や大町町給食センター運営規程第4条の指定の取消条項に違反したときは甲は契約を解除する。
（契約の添付資料提出）
第8条　この契約書に、検便結果表を添付してください。
（疑義の決定）
第9条　この契約の各条項について疑義が生じたとき、またはこの契約に定めがない事項は、甲、乙協議の上定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。


　　　　　　　　年　　月　　日


（甲）住所　佐賀県杵島郡大町町大字大町4970―1
氏名　大町町給食センター
所長


（乙）住所
氏名
